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第１編 序論 

第 1 章 計画策定にあたって 

１．計画策定の趣旨 

（１）計画策定の目的 

総合計画は、土岐市の将来のまちの姿を市民と行政、市議会が共有し、実現を目指すための土岐

市の最上位計画です。土岐市は、平成 28（2016）年度から令和７（2025）年度まで、第六次土岐市

総合計画に基づき、市政を行ってきました。このたび、第六次土岐市総合計画の計画期間が終了す

ることから、第七次土岐市総合計画を策定します。 

本計画では、時代潮流や土岐市の現状、課題等を踏まえた上で、令和８（2026）年度からの10年

間だけでなく、さらにその先を見据え、土岐市に住み、土岐市で働き、土岐市で学ぶ市民の皆様、

そして土岐市を訪れるすべての人々が幸せを実感できるまちづくりを進めていきます。 

 
（２）総合計画と総合戦略 

首都圏に人口が集中する一方で、地方で全国的に進む人口減少やまちの衰退を食い止めることを

目的とし、国は、平成 26（2014）年に制定した「まち・ひと・しごと創生法」に基づき、平成 27

（2015）年に第１期となる「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を策定し、地方創生を推進してき

ました。さらに、令和元（2019）年末に第２期「まち・ひと・しごと創生総合戦略」を、令和４

（2022）年末にこれまでの総合戦略を抜本的に改定した「デジタル田園都市国家構想総合戦略」を

策定し、デジタルの力を活用し地方創生の取組を加速させていくこととしています。 

土岐市では、国の総合戦略に基づき、平成 27（2015）年に土岐市まち・ひと・しごと創生総合戦

略を、令和２（2020）年に第２期土岐市まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定し、まち・ひと・

しごと創生の取組を一体的に推進してきました。総合戦略は、まちの活性化と人口対策について重

点的に土岐市が実施する施策で構成した計画であることに対し、総合計画は、土岐市が目指す指針

や取組施策を総合的に網羅した計画です。２つの計画は重複する分野も多いことから、第七次土岐

市総合計画においては、併せて策定することとします。 
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２．計画の位置づけと構成 

（１）計画の位置づけ 

本計画は、土岐市総合計画策定条例（平成 26 年条例第 17 号）に規定する「総合計画」であり、

総合的かつ計画的な市政の運営のための市の最上位計画です。 

また、総合計画で位置付ける事業のうち、重点的に推進する事業をまとめ、総合戦略として位置

付けます。各分野の個別計画は、総合計画の内容と整合をとりつつ、総合戦略の事業（=総合計画

の重点事業）を包含し策定します。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（２）計画の構成 

本計画は、市のまちづくりについての考え方や将来像、方向性を示す基本構想と、基本構想を達

成するための具体的な施策を整理した実施計画の２部構成で作成します。 

基本構想では、社会潮流や土岐市の現況、課題を踏まえ、土岐市が目指すべき将来像を示します。

また、将来像を実現していくために目指す基本目標を示しています。 

実施計画では、基本構想で定めた基本目標ごとの施策を具体的に示しています。また、将来像を

実現するために重点的に実施する事業を重点事業として設定し、総合戦略として位置づけます。 
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３．計画の期間 

本計画の計画期間は、基本構想を令和８（2026）年度から令和 17（2035）年度までの 10 年間と

し、実施計画は、計画期間を３年とします。なお、基本構想との間にずれが生じないよう毎年度事

業の見直しを行います。 

 
                                      （年度） 

計画期間 （令和８（2026）年度～令和 17（2035）年度）  

令和 8 

（2026） 

令和９ 

（2027） 

令和 10 

（2028） 

令和 1１ 

（2029） 

令和 12 

（2030） 

令和 13 

（2031） 

令和 14 

（2032） 

令和 15 

（2033） 

令和 16 

（2034） 

令和 17 

（2035） 

       

   

  

基本構想 

実施計画 

実施計画 

実施計画 

実施計画 

実施計画 

実施計画 

実施計画 

実施計画 

実施計画 

実施計画 
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第２章 計画策定の背景 

１．社会潮流 

（１）静かな有事が進行 

国勢調査によると、平成22（2010）年まで増え続けていた日本の人口は、平成27（2015）年から

減少に転じ、令和２（2020）年では１億 2614 万６千人となり、平成 27（2015）年から 94 万９千人、

0.7％減となりました。これは、年平均で 19 万人ずつ人口が減少していることになり、この傾向は

さらに継続・拡大すると予測されています。人口減少により経済の発展や地域社会の維持、社会保

障制度の持続ができなくなる恐れがあるため、国は、人口減少を静かな有事として捉え、対策を進

めています。 

 

（２）こどもを真ん中に据えた社会の形成 

人口動態統計によると、出生数の減少が続いており、令和５（2023）年の出生数は、過去最低の

72.7 万人となりました。また、合計特殊出生率1も 1.20 と過去最低を記録しました。少子化の課題

に加え、児童虐待、こどもの貧困、ヤングケアラー2 などといった、複雑・多様な課題がこどもと

家庭を取り巻いています。これらの課題に対処するため、令和５（2023）年に新たに「こども基本

法」が施行され、国は、こども家庭庁を発足し、こども大綱3 やこども未来戦略4 などの方針を策定

し、こどもまんなか社会の実現を目指しています。 

 

（３）地方への人の流れ 

令和５（2023）年の住民基本台帳人口移動報告によると、転入超過は東京等の都市圏に集中して

おり、地方では転出超過が続いています。こうした状況に対し、地方創生の一環として、国は、都

会から地方への人の流れを促進し、地方からの人口流出を防ぎ、にぎわいの創出や地域を支える担

い手を確保するための策を講じています。また、令和６（2024）年には、「広域的地域活性化のた

めの基盤整備に関する法律の一部を改正する法律」が施行され、都市部と地方部に２つの拠点をも

つ「二地域居住」を促進する取組が始まっています。 

 
（４）誰一人取り残さない持続可能な社会の形成 

平成27（2015）年９月の国連サミットで、令和12（2030）年までに持続可能でよりよい世界を目

指す国際目標「ＳＤＧｓ5 」が採択されました。日本も誰一人取り残さない社会の実現を目指して

取り組んでいます。 

Sustainable Development Reportによると、令和６（2024）年の日本のＳＤＧｓ達成状況は、「産

業と技術革新」のゴールは達成しているものの、「ジェンダー平等の実現」「責任ある消費と生産」

「気候変動対策」「海の豊かさを守る」「陸の豊かさを守る」などの分野で大きな課題が残されてい

ます。 

                                                   
1 15～49 歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの。一人の女性が一生の間に生むとこどもの数に相当する。 
2 家族の介護その他の日常生活上の世話を過度に行っていると認められるこども・若者のこと。 
3 こども基本法に基づき、こども政策を総合的に推進するため、政府全体のこども施策の基本的な方針等を定めたもの。 
4 若い世代が希望どおり結婚し、希望する誰もがこどもを持ち、安心して子育てできる社会、こどもたちが笑顔で暮らせ

る社会の実現を目指すための施策集。 
5「Sustainable Development Goals」の略で「持続可能な開発目標」。2030 年までに持続可能でよりよい世界を目指す国

際目標で、日本も積極的に取り組んでいる。17 のゴール、169 のターゲットから構成され、誰一人取り残さないことを誓

っている。 
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国は、令和 32（2050）年までに温室効果ガスの排出量と吸収量を均衡させるカーボンニュートラ

ルを宣言し、ＧＸ（グリーントランスフォーメーション）6 を推進しています。また、資源の効率

的・循環的な利用を図りつつ、付加価値の最大化を目指す社会経済システム「サーキュラーエコノ

ミー7」を推進していますが、今後さらに取組を進めることが求められています。 

 

（５）激甚化・頻発化する自然災害 

気候変動により、国内外で自然災害が頻繁に発生しており、その規模も大きくなっています。気

象庁によると、猛暑日や大雨の発生回数が増加しており、特に強い大雨の頻度は昭和 55（1980）年

頃と比べて約２倍に増えています。 

中部地方にも大きな影響が見込まれる南海トラフ地震は、約100～150年の間隔で繰り返し発生し

ています。前回の南海トラフ地震は昭和19（1944）年と昭和21（1946）年に発生しており、現在ま

でに 90 年弱が経過していることから、次の南海トラフ地震が発生する可能性が高まっています。 

災害は激甚化・頻発化していますが、災害規模が大きくなるほど、行政による「公助」には限界

があるため、自分の安全は自分で守る「自助」、地域やコミュニティといった周囲の人たちと協力

して助け合う「共助」が必要となります。ハード面とソフト面の両方でそれぞれ役割を分担しなが

ら防災活動を行う体制づくりが進められています。 

 

（６）令和の日本型学校教育の実現 

学校では、いじめや暴力行為、中途退学、不登校児童・生徒の増加、こどもの自殺などの問題が

増えています。また、特別支援学級の増加や教員の産休・育休取得の増加により、教員不足が深刻

化しています。さらに、教員の長時間労働も問題となっており、教員の負担を軽減するための取組

が進められています。 

令和４（2022）年のＯＥＣＤ生徒の学習到達度調査によると、日本の15歳の学力は高い水準にあ

りますが、授業でＩＣＴ8 を使う頻度の少なさや理数教育への興味の低下、自律的な学習態度の欠

如が課題となっています。また、小・中学生の男女ともに、令和元（2019）年度から３年連続で運

動能力や運動習慣等調査の体力合計点が低下していることも課題となっています。 

これらの課題を踏まえ、中央教育審議会は、令和の日本型学校教育として、教員の働き方改革と

あわせてＩＣＴの活用を推進した、こどもの個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実するこ

とを目指しています。 

 

（７）慢性化・増加する人手不足 

近年、農業、製造業、医療・介護やサービス業などの様々な分野で人手不足が深刻な状況となっ

ています。深刻化する人手不足への対応として、外国人により不足する人材の確保を図るため、特

定技能制度9 が平成 31（2019）年に創設され、令和６（2024）年には新たに自動車運送業、鉄道、

林業、木材産業の４つの分野と工業製品製造業分野等の３つの既存の分野に新たな業務が追加され

ました。工業製品製造業分野には陶磁器製品製造が追加されています。 

また、人手不足は働き手だけでなく、中小企業の後継者不足としても表れています。2024 年版の

中小企業白書では、令和５（2023）年時点で、後継者不在の中小企業の割合は 54.5％となっていま

                                                   
6 化石燃料を可能な限り使用せず、クリーンなエネルギーを活用すること。 
7 新しい経済のしくみで、あらゆる段階で資源の効率的・循環的な利用を図りつつ、付加価値の最大化を目指す社会経済

システム。資源の投入量や消費量から抑えることや、新しい産業や雇用の創出までを含む経済システムを意味する。 
8 Information and Communication Technology の略で情報や通信に関する技術の総称。 
9 国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れること

を目的とする制度のこと。 
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す。日本経済を支えてきた中小企業の事業継承がうまくいかず事業所数が減少すると、産業の衰退

や技術の消失、地域社会の衰退にもつながる可能性があります。 

その他にも、全国的にバスやタクシーなどの公共交通機関でも運転手不足が問題となっており、

ＡＩデマンド交通による運行の効率化、自動運転の技術革新による運転手不足の解消が期待されて

います。 

 

（８）公共施設等の老朽化 

高度経済成長期に集中的に整備された公共施設やインフラなどが一斉に更新時期を迎えています。

更新費用が増大し、国、地方ともにその財源の確保が困難になっています。また、人口が減少し人

口構成が変化していく中で、公共施設やインフラの需要も変化しています。これまでは、人口増加

に伴い、多くの公共施設やインフラが必要とされてきました。しかし、今後は、これらをそのまま

維持することは難しいため、人口減少時代に対応した公共施設の見直しを進めることが必要とされ

ています。 

 

（９）共創によるまちづくり 

地域の自治会などの加入率が低下しており、全国的に住民と地域コミュニティのつながりが希薄

化しています。単身世帯や女性・高齢者の雇用の増加など、ライフスタイルの変化により、住民が

地域で活動する機会や時間が少なくなってきています。 

人口減少下においては、地域のつながりだけでなく、企業や団体等とも連携した新たな価値を創

り出す共創の取組が求められています。 

 

（10）原材料価格の上昇や円安による消費者物価指数の上昇 

新型コロナウイルス感染症や政情不安を原因とした国際的な原材料価格の上昇や、円安による海

外からの輸入コストの増加により、令和６（2024）年 10月の消費者物価指数は、生鮮食品を除く総

合指数が前年の同月と比較して2.3％の上昇となりました。令和５（2023）年１月には前年比4.2％

の上昇と41年ぶりの伸びとなっており、身の回りの商品の価格が上がることで家計の負担が増える

ことが懸念されています。 

 

（11）ＤＸ10（デジタルトランスフォーメーション）の推進と地域課題の解決 

地方公共団体では、行政手続きのオンライン化に始まり、デジタル技術やＡＩを活用した行政サ

ービスの提供が進んでいます。これにより業務の効率化が図られ、人的資源をより一層行政サービ

スの向上に活用することが期待されています。さらに、近年では、ＥＢＰＭ11 による政策立案が求

められるようになり、エビデンスとなるデータの可視化や分析など、様々なデータを有効に活用し

ていくことが重要視されています。 

民間企業の技術革新や競争によりデジタル技術は目覚ましく進展し続けており、医療や保育など

福祉分野はもとより、輸送や交通、観光といった産業分野においてもＤＸによる新しい取組が始ま

っています。 

人口減少時代が始まり、高齢化が進む我が国において、こうしたデジタル技術の進展とＤＸの推

進は、私たちの生活を支える大きな柱となると考えられています。 

                                                   
10クラウド、モビリティ、ビッグデータ/アナリティクス、ソーシャル技術などを利用して、新しい製品やサービス、新し

いビジネスモデルを通して、ネットとリアルの両面での顧客体験価値の変革を図ることで価値を創出し、競争上の優位性

を確立すること。 
11 Evidence-Based Policy making の略。政策の企画を勘や経験などに頼るのではなく、政策目的を明確化したうえで合

理的根拠（エビデンス）に基づくものとすること。 
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（12）アフターコロナとインバウンド 

令和６（2024）年版の観光白書によると、令和５(2023)年の世界全体の国際観光客数は、新型コ

ロナウイルス感染症の影響による減少から回復が見られました。日本においても、令和５(2023)年

の訪日外国人旅行者数は、2,507 万人となっており、新型コロナウイルス感染症前のピークであっ

た令和元(2019)年の８割程度まで回復しています。 

今後もインバウンドの集客は増加する見込みのため、国は、観光施設などのハード整備を含め、

地域一体となった観光地・観光産業の再生・高付加価値化を図るとともに、クールジャパン戦略や

観光ＤＸを推進し、地域経済活性化につながる先進的な観光地の創出を支援しています。 
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窯業・土石製

品製造業

672.8億円

32.1%

生産用機械

器具製造業

238.6億円

11.4%

化学工業

186.7億円

8.9%

輸送用機械

器具製造業

139.2億円

6.6%

鉄鋼業

130.7億円

6.2%

その他

724.8億円

34.6%
令和5年

(2023)

2,092.8億円

窯業・土石製

品製造業

254事業所

70.6%
パルプ・紙・紙加

工品製造業

17事業所

4.7%

金属製品製

造業

16事業所

4.4%

生産用機械器

具製造業

15事業所

4.2%

その他

58事業所

16.1%

令和5年

(2023)

360事業所

２．土岐市の現況 

（１）豊かな自然環境 

土岐市は市域の６割以上を山林が占めており、緑

豊かな丘陵や土岐三国山県立自然公園など、市内外

に誇る豊かな自然に囲まれた地域です。（図表１） 

市の南部に位置する三国山展望台からは、樹林に

囲まれた土岐市街地を望むことができます。市の南

部は急峻な地形が特徴で、南高北低の地勢となって

おり、市内の多くの場所から山なみを望むことがで

きます。さらに、市内には、土岐川をはじめ、９つ

の一級河川が流れています。土岐三国山県立自然公

園に加えて、市内には、陶史の森や織部の里公園な

どの施設があり、まちに潤いをもたらしています。 

 

 

 

 

 

（２）1400 年の伝統を持つ美濃焼の産地 

東濃地方で生産される美濃焼は、飛鳥時代から約1400年の伝統があり、国内陶磁器生産量の約半

数を占めています。その美濃焼の産地の中でも、土岐市の生産量が最も多く、陶磁器生産量日本一

のまちとなっています。市内には、土岐市美濃焼伝統産業会館や道の駅 どんぶり会館、道の駅 志

野・織部など市内外の人が美濃焼の歴史を身近に感じ、買い物を楽しめる施設が多数あるほか、現

代の陶器生産に繋がる国史跡元屋敷陶器窯跡や乙塚古墳附段尻巻古墳など、産業と文化が繋がりあ

う魅力的な施設も多くあります。 

陶磁器産業の事業所数は、市内の製造業事業所の７割、製造品出荷額は３割を占め、土岐市の基

幹産業となっています。（図表２、３） 

 
図表 2 製造業事業所数 図表 3 製造品出荷額 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料：経済構造実態調査 資料：経済構造実態調査 

資料：土岐市統計書 

※：境界未定部分 0.15k ㎡あり 

図表 1 地目別土地利用面積 

山林

74.8k㎡(64.4%)

宅地

22.3k㎡(19.2%)

道路用地

7.1k㎡(6.1%)

田

2.0k㎡(1.7%)

畑

1.8k㎡(1.5%)

水面・河川・水路

1.6k㎡(1.4%)
交通施設用地

0.5k㎡(0.5%)

その他

6.0k㎡(5.1%)

総面積

116.01k㎡
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（３）年間 600 万人以上の観光客が訪れるまち 

土岐市は、中央自動車道交通が東西を横断、東海環状自動車道が南北に縦断しており、市内には

３か所のインターチェンジがあるなど、広域交通の結節点となっています。また、リニア中央新幹

線の岐阜県駅（仮称）が中津川市内に整備さ

れる予定もあり、各方面から土岐市を訪れや

すい環境が整っています。 

こうした利便性の高い交通網を背景に、大

規模商業施設を中心とした都市型観光（買

物・食等）や、温泉活用型施設などの温泉・

健康を目的とした観光客が、ピーク時には

900 万人以上来訪していましたが、新型コロ

ナウイルス感染症の影響で減少し、令和４

（2022）年には673万人となっています。（図

表４） 

 

 

 

 

 

（４）地域コミュニティの現状 

全国的な傾向と同様に、土岐市でも、単身世

帯の増加や世帯のあり方の多様化などにより自

治会加入率は低下傾向にあります。（図表５） 

 

 

 

 

 

 
  

図表 4 観光入込客数 

5,505 5,916
7,455 6,856

5,161 5,005

985 952

909 1,072

879 908
269 239

648 694

421 470
687 647

660 684

155 348

7,446 7,754

9,672 9,306

6,616 6,731

0

2,000

4,000

6,000

8,000

10,000

12,000

Ｈ24年

(2012)

Ｈ26年

(2014)

Ｈ28年

(2016

Ｈ30年

(2018)

Ｒ2年

(2020)

Ｒ4年

(2022)

（千人）

（年）

その他 温泉・健康 道の駅等 都市型観光（買物・食等）

資料：土岐市資料 

図表 5 自治会加入率推移 

72.2% 70.5% 69.4% 68.3% 68.3% 67.0%

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

Ｈ26

(2014)

Ｈ28

(2016)

Ｈ30

(2018)

Ｒ2

(2020)

Ｒ4

(2022)

Ｒ6

(2024)

（年度）

資料：岐阜県観光入込客統計調査 
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（５）人口の減少と少子高齢化の進行による人口構成の変化 

土岐市の総人口は減少傾向にあり、国勢調査では、令和２（2020）年時点で 55,348 人と平成 22

（2010）年より約 5,000 人減少しています。（図表６） 

年齢３区分別にみると、年少人口割合は年々減少し、令和２（2020）年時点で 11.8％、老年人口

割合は年々増加し令和２（2020）年時点で 32.0％と、少子高齢化が進行しています。（図表７）一

方、世帯数は増加傾向にあり、令和２（2020）年時点で、21,359 世帯と平成 22（2010）年より約

600 世帯増加しています。（図表６）内訳をみると、単独世帯や夫婦のみ世帯などが増加し、３世代

世帯などが減少しており、平均世帯人員が低下しています。（図表８） 

総人口が減少する一方で、外国人人口は増加傾向にあり、令和２（2020）年時点で 1,640 人と総

人口の 3.0％を占めています。（図表９）内訳をみると、フィリピン人やベトナム人が多くなってい

ます。（図表 10） 

市内の就業者人口をみると、年々減少傾向にあり、令和２（2020）年時点で 27,623 人と平成 22

（2010）年より約 2,600 人減少しています。内訳をみると、第２次、第３次産業の就業者数が減少

しています。（図表 11） 

 
図表 6 人口・世帯数の推移 図表 7 年齢３区分別人口の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料：国勢調査 資料：国勢調査 

  

7,703

12.7%
7,118

12.3%
6,553

11.8%

36,495

60.3%
33,018

57.1%
30,878

55.8%

16,252

26.9%
17,548

30.3%
17,692

32.0%

60,475
57,827

55,348

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

平成22年

(2010)

平成27年

(2015)

令和2年

(2020)

（人）

15歳未満 15～64歳 65歳以上

60,475
57,827 55,348

20,760 21,039 21,359

2.91
2.75

2.59

0.00

1.00

2.00

3.00

0

20,000

40,000

60,000

80,000

平成22年

(2010)

平成27年

(2015)

令和2年

(2020)

（人/世帯）（人、世帯）

総人口 世帯数 平均世帯人員
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198 207 223

11,057 10,811 10,244

18,076 17,751 16,714

885 686
442

30,216 29,455
27,623

0

10,000

20,000

30,000

40,000

平成22年

(2010)

平成27年

(2015)

令和2年

(2020)

（人）

第1次産業 第2次産業 第3次産業 分類不能の産業

フィリピン

634人(38.7%)

ベトナム

220人(13.4%)
韓国，朝鮮

196人(12.0%)

ブラジル

160人(9.8%)

中国

156人(9.5%)

ペルー

94人(5.7%)

インドネシア

22人(1.3%)

その他

158人(9.6%)

令和2年

(2020)

1,640人

 
 

図表 8 世帯類型別世帯数 図表 9 外国人人口及び総人口に占める割合推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料：国勢調査 資料：国勢調査 

 

 
 

図表 10 国籍別外国人人口 図表 11 産業別就業者人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
資料：国勢調査 資料：国勢調査 

 
  

4,323 4,514 4,622

6,281 6,252 6,095

1,804 2,061 2,197
4,086 4,726 5,504
3,114 2,409 1,8341,152 1,077 1,107
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0.0%

1.0%
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4.0%

0
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1,000
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2,000
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447

367 373
325

275
231

0

100

200

300

400

500
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Ｈ30

(2018)
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Ｒ4

(2022)

（人）

（年）

（６）こどもの減少と保育・教育の強化 

土岐市の合計特殊出生率の推移をみると、近年、低下傾向にあり、令和４（2022）年で0.99と１

を下回り過去最低となり、出生数も低下しています。（図表 12、13） 

こどもを育てやすい環境を整備するため、就学前のこどもが保護者の就労などの状況にかかわら

ず、希望する施設を利用できる環境を整備し、安心安全な保育・教育環境を確保するため、土岐市

では、公立園を統合し、認定こども園化を進めています。 

 
図表 12 合計特殊出生率の推移 図表 13 出生数の推移 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
資料：東濃西部の公衆衛生 資料：東濃西部の公衆衛生 

 

 

 

（７）激甚化する災害への対策 

近年、全国的に、台風や集中豪雨による

水害が頻発しており、気候変動の影響で激

甚化しています。土岐市で平成元（1989）

年以降に発生した災害をみると、台風や集

中豪雨といった風水害による災害が多く発

生しています。（図表 14） 

地震災害については、土岐市は、震度６

弱以上が想定される南海トラフ地震防災対

策推進地域に指定されているほか、平成 30

（2018）年の岐阜県調査によると、屏風

山・恵那山及び猿投山断層帯地震では、最

大震度６強と予想されています。 

 
 
 
 
  

図表 14 災害発生状況 

災害発生 

年月日 
災害の種別 被害地域 被害状況その他 

平成元.9.18 集中豪雨 土岐市全域 

被害総額 153 百万円 

床下浸水 43 戸 

商工業・農林・土木関係施設被害 

元.9.20 台風 22 号 土岐市全域 

被害総額 1794 百万円 

死者 1 名 

家屋全壊 1 戸、半壊 4 戸、床上浸水 256 戸、床下浸水

207 戸 

商工業・農林・土木関係施設被害 

2.9.19 台風 19 号 土岐市全域 被害総額 26 百万円 

3.9.19 台風 18 号 
土岐津町 

肥田町泉町 

被害総額 100 百万円 

床下浸水 1 戸 

10.9.22 台風 7 号 土岐市全域 
被害総額 7 百万円 

家屋一部破損 18 戸 

11.6.30 集中豪雨 土岐市全域 

被害総額 435 百万円 

家屋半壊 1 戸、家屋一部破損 3 戸、床上浸水 23 戸、床

下浸水 58 戸 

11.9.11～12 集中豪雨 
土岐津町 

肥田町泉町 

被害総額 57 百万円 

床上浸水 1 戸、床下浸水 3 戸 

16.10.9 台風 22 号 泉町 
被害総額 18 百万円 

社会教育関係施設被害 

19.3.6 地すべり 
下石町 

山神地内 

被害面積 0.52ha 

被害戸数（なし） 

22. 7.15 集中豪雨 
泉町 

五斗蒔地内 

被害総額 150 万円 

床上浸水 1 戸、床下浸水 1 戸 

23.9.20 台風 15 号 土岐市全域 

被害総額 181 百万円 

床上浸水 12 戸、床下浸水 54 戸 

商工業・農林・土木・社会教育関係施設 

令和 2.7.9 地すべり 
泉町 

泉北団地内 

被害面積 0.26ha 

被害戸数（なし） 

資料：土岐市地域防災計画（参考資料編） 
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（８）効率的な行財政運営と公共施設の適切な維持管理 

土岐市の財政力指数12は令和６（2024）年度で 0.67 と上昇傾向にありますが、令和４（2022）年

度時点では、類似団体の平均値（0.71）を下回っています。（図表 15） 

また、近年の大型公共事業等により市債残高は増加傾向にあります。（図表 16） 

このような状況の中、土岐市の公共施設等の多くが更新時期を迎え、これまでと同程度の投資を

しても、適切な維持管理が困難となっています。 

 

図表 15 財政力指数の推移 図表 16 市債残高 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：土岐市資料 資料：地方財政状況調査 

 

  

                                                   
12 地方公共団体の財政力を示す指数で、基準財政収入額を基準財政需要額で除して得た数値の過去３年間の平均値。 財

政力指数が高いほど、普通交付税算定上の留保財源が大きいことになり、財源に余裕があるといえる。 
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３．市民意向 

（１）市民意識調査 

土岐市では、市民のニーズや市の施策の満足度等をお伺いし、総合計画の進捗状況を把握するた

めに、市民意識調査を実施しています。いただいた意見やニーズは総合計画策定の参考にするとと

もに、今後の市政運営に活かしていきます。 

 

【アンケート概要】 

調査対象         土岐市市民 16 歳以上 

（住民基本台帳から無作為抽出） 

配付・回収方法  郵送による配布・回収 

オンラインでの回収 

調査期間 令和６（2024）年１月 10 日～１月 31 日 

配布数 ３,０００票 

有効票数 1,263 票 

回収率 42.1% 

 

【市政の総合的な満足度】 

市政に満足している人は３割。不満な人は約２割。4 割強は「どちらでもない」を選択。 

市政を総合的に評価した満足度をみると、満足（「満足」

「やや満足」の合計）は３割、不満（「不満」「やや不満」

の合計）との回答は約２割、どちらでもないが約４割とな

っています。（図表 17） 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

図表 17 市政満足度 

満足

3.2%

やや満足

26.8%

どちらでもない

44.2%

未回答

4.4%

やや不満

18.0%

不満

3.5%

市政を総合的に

評価した満足度
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【施策の重要度・満足度】 

重要度が平均点以上の 19 施策のうち、満足度が平均点以上は 12 施策（B のエリア）。逆に

平均点未満は７施策（A のエリア）。 

土岐市が取り組んでいる35の施策について、満足度を横軸、重要度を縦軸とするグラフ上に散布

図で表を示すと、下の図となります。「消防・救急の充実」、「健康の増進」、「上下水道の整備」、

「廃棄物処理・リサイクルの推進」などは、重要度、満

足度ともに平均点以上（Ｂのエリア）となっているのに

対し、「公共交通の充実」、「駅周辺の整備」、「雇用環境の

充実」などは、重要度は平均点以上である一方、満足度

は平均点未満（Ａのエリア）となっています。（図表 18） 

 

図表 18 施策の重要度・満足度 

Ａ 重点課題 
【満足度】 平均点未満 

Ｂ 継続推進 
【満足度】 平均点以上 

【重要度】 平均点以上 【重要度】 平均点以上 
重要性の認識は高いが、取組に対する満足度は低

く、他区分の取組に優先した重点的な対応が望まれま
す。 

重要性の認識も取組に対する満足度もともに高く、
現在の水準を下げないように継続的な対応が望まれま
す。 

公共交通の充実 
駅周辺の整備 など７施策 

消防・救急の充実 
上下水道の整備 など 12 施策 

Ｃ 検討課題 
【満足度】 平均点未満 

Ｄ 成果検証 
【満足度】 平均点以上 

【重要度】 平均点未満 【重要度】 平均点未満 
重要性の認識、取組に対する満足度がともに低く、

必要性の検証や取組内容の見直しなどを検討し、適切
な対応が望まれます。 

重要性の認識は低いが、取組に対する満足度は高
く、一定成果を遂げているため、必要性を検証し適切
な対応が望まれます。 

国際交流・国際化の推進 
農林業の振興 など 10 施策 

文化・芸術の振興 
協働まちづくりの推進 など６施策 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

満足度 重要度 配点 

満足 重要 ＋１点 

やや満足 やや重要 +0.5 点 

どちらでもない どちらでもない 0 点 

やや不満 あまり重要でない -0.5 点 

不満 重要でない -1 点 

未回答 未回答 0 点 
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（２）ウェルビーイング13アンケート 

土岐市の暮らしやすさや、今後10年間で求められる方向性や取組についての意向のほか、土岐市

におけるウェルビーイング指標14 の主観データを測り、総合計画策定の参考とするために、ウェル

ビーイングアンケートを実施しました。 

 

【アンケート概要】 

調査対象         土岐市市民 18 歳以上 

（住民基本台帳から無作為抽出） 

配付・回収方法  郵送による配布・回収 

オンラインでの回収 

調査期間 令和 6（2024）年９月 30 日～10 月 21 日 

配布数   ２,０００票 

有効票数  680 票 

回収率   34.０% 

 

【土岐市は暮らしやすいまちかどうか】 

暮らしやすいと感じている市民は約７割 

暮らしやすい（暮らしやすい＋まあまあくらし

やすい）と感じている割合（66.7％）の方が、暮

らしにくい（あまり暮らしやすくない＋暮らしに

くい）と感じている割合（13.4％）より多くなっ

ています。（図表 19） 

 
 
 
 
 

【今後の市内での居住意向】 

ずっと土岐市で暮らしたいと感じている市民は約５割 

今後もずっと土岐市で暮らしたい意向がある割合

は、51.6％、その一方、市外で暮らしたい割合は、

5.3％となっています。（図表 20） 

 
 
 
 
  

                                                   
13 身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義などの将来に

わたる持続的な幸福を含む概念のこと。 
14 客観指標（統計データ等をもとに「暮らしやすさ」を測定した指標）と主観指標（市民アンケートをもとに「幸福感

（ウェルビーイング）」を算出した指標）のデータを活用し、市民の暮らしやすさと幸福感を指標で数値化・可視化した

もの。地域幸福度（ウェルビーイング）指標は、地域における幸福度・生活満足度を計る４つの設問と、３つの因子群

（生活環境 、地域の人間関係 、自分らしい生き方）から構成されている。 

図表 20 今後の居住意向 

暮らしやすい

18.9%

まあまあ暮らし

やすい

47.8%

どちらでもない

19.3%

あまり暮らしや

すくない

9.9%

暮らしにくい

3.5%

無回答

0.6%

【N=678】

図表 19 暮らしやすさ 
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【現在の幸福度】 

現在の幸福度を点数で表すと 6.7 点 

現在の幸せの度合いを 0 から 10 点までの 11 段階で尋ねたところ、最も多いのは８点で 24.8％、

次いで５点の 19.8％、全体の平均点は 6.7 点となっています。（図表 21） 

 

図表 21 現在の幸福度分布 
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（３）市民懇談会 

市民の求める市の将来像を把握し、将来像の実現に向けて必要な取組について考えるため、土岐

市の市民の幸せにつながることを念頭に置きながら意見交換を行うワークショップを実施しました。 

【市民懇談会概要】 

実施日程 令和６（2024）年 11 月 23 日（土・祝）14:00～ 

     12 月 21 日（土）14:00～ 

実施場所 土岐市役所 １階多目的スペース 

テーマ 第１回 土岐市の将来像を提案する 

  第２回 将来像を実現する取組を提案する 

参加者数 第１回 20 人 第２回 19 人 

 

【第１回】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ワークショップの様子 

各班の意見発表 【土岐市がこんなまちになるといいな】 
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【第２回】 

 
各班から提案された取組アイデアを整理しました。 

取組名称・内容 ねらい・効果 
市民みんなが観光大使 

・市民のトレーディングカードを作成。 

・モーニングスタンプ   

・歩いて行ける宿に泊まる 

・人に会いに行く観光をめざすことで、リピー

ターを増やす。 

・市民が土岐のことを知り、土岐をもっと好き

になる。 

土岐市公認 YouTuber を出すぞ 

・陶器もまだまだ捨てたもんじゃない!!おなかいっぱ

いになっていない？ 

①対若者 ストレス発散、陶器割り体験 

②対外国 住み込みで陶器修行（YouＴuber に伝

えてもらう） 

①現代のストレス社会に。破片を再利用。 

  陶器は割れないと買わないから。 

②美濃焼の魅力を世界に！インバウンドをタ

ーゲット。うるおう 

逆に…。日本一住みにくいまちをＰＲ  デジタルデトックスができるまち 

・曽木町あたりで田舎暮らし体験 

・自然を満喫！！サウナで土岐を盛上げよう！ 

・ジビエ料理の提供、イノシシなどの解体もできる 

・廃校を利用（ホテル・レンタルオフィス等） 

・林業を体験 

・人口増加 

新たな形のタクシーをみんなで考える、利用する 

・バスの穴を埋めるタクシーの新たな形態を探す 

（運転手不足が課題） 

・デマンドタクシーの利用を増やす 

→ 本数、行先の検討、料金を適正化 

・ライドシェアの利用検討 

・タクシーの利用についてみんなで考える会 

・運転手不足の解消 

・交通空白地の解消 

・「タクシー」へのハードルを下げる 

バスを便利に 

・利用者を増やすには？同じ顔触れでなく、新しい利

用者をどう増やすか（市民バス） 

・自動運転バス、地域をつなぐバス、マイ時刻表 

・バスの小型化、料金等 検討されたい 

・もっと多くの人にバスに乗って欲しい 

高齢者が移動しやすいまちづくり 

・免許自主返納者とそれ以外の利用者で料金に差をつ

ける 

・高齢運転者のみまもり 

・バス停と商業施設連携 

・地域をつなぐバス 

・マイ時刻表の利用拡大 

・バスの利用を増やす 

・免許返納者を増やし、安全なまちづくり 

歩きやすい歩道づくり 

・自動車の走行を気にせず歩ける歩道 

・川沿いの遊歩道の整備 

・散歩しやすい道路 

・沢山歩いて心身の健康増進 

  

各班のまとめ 
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取組名称・内容 ねらい・効果 
地域とこどもをつなぐ取組 

・行政だけで子育て支援の取組をするのではなく、子

育てに関し、地域の人、お店、事務所ができること、し

たいことを実現できるようにする。 

  例）地域の人が学校行事に参加 

・地域にこどもの居場所（こども食堂）を作る 

・子育てしやすいまちと思える 

・自分ひとりではなく、みんなで子育てをする

という意識醸成 

親子同士をつなぐ取組 

・働く在宅ママの交流支援（ネット活用等） 

・親子・こどもが訪れたくなるような場づくり 

（自然に囲まれた場で交流できるような場） 

・地域に根差した交流を作る。 

分かりやすい子育ての情報発信 

・妊娠・出産からの手続きや「この病院は●ヶ月〇歳か

ら受診できるのか？」等、様々な情報を絞り込みや逆

引きで探せる HP 

・情報が散乱せず、1 か所にあると探しやす

い。 

・紙よりネットの方がチェックしやすい。 

未来の土岐市民を育成する取組 

・英才教育 

・こどもの校外学習に対する無利子の融資 

・こどもに政治に関心を持ってもらい、国会議員に。 

・将来お金を稼いでもらう人材 

・会社を設立、誘致してもらい、人口税収 UP 

安心して子育て出来る環境 

・コミュニティバス等、小中高校生等通学の足として。 

・発熱時のこどもの一時受け入れ場所 

・こどもが自由に行ける遊びの場所や食堂を認定す

る。 

・こどもを育てる親の様々な負担の軽減 

・こどもが体を動かせる身近な場所を作る。 

広報宣伝部署を作る 

・民間と市役所をつなぐ 

・イベント等の継続的な支援 

・おもしろそうなアイデアを支援する体制づくり 

・土岐市のピーアール 

・情報の共有化 

情報発信の拠点を地域に作る 

・各町に気軽に寄れる場所を作る。 

・民間（金融機関等）に協力をいただく。 

・新しい情報に気軽に触れることが出来る。 

・口コミ・市民 1 人 1 人が広報担当 

公認キャラクターを通じて情報発信 

・これを見たら土岐市というイメージをキャラクターに

作る。 

・SNS、インフルエンサー等を利用する。 

・イベント等に積極的に参加する。 

・土岐市のイメージをアップする。 

・ふるさと納税の税収や観光客が増加する。 

 

 

  

ワークショップの様子 
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４．ＡＩシミュレーション 

未来のベストシナリオは「人口が増加し、健康増進と環境保全が進む」 

望ましい未来の実現に向けて注力して取り組む施策を明らかにするため、令和４（2022）年度に

地域課題解決のためのＡＩ活用事業として、ＡＩシミュレーションを活用して客観的指標等の推移

や将来の変化率を算出し、詳細に分析しました。 

２万通りの未来シナリオをＡＩによりシミュレーションした結果、大きく７つのグループに分岐

しました。その中で、グループ４「人口が増加し、健康増進と環境保全が進む」シナリオは、指標

が改善する分野も多く、まちづくり指標の評価結果も良好であり、目指すべきシナリオであると示

されました。（図表 22） 

図表 22 ＡＩシミュレーション結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目指すべき未来シナリオ（グループ４）に向かう際に影響度の高い指標から、以下のポイントが

示唆されました。 

令和 16（2034）年までに 

・運動できる機会が充実し、市民の運動・健康意識が向上していること。 

・道路事業の効率化や下水道普及率の向上など、インフラが適切に管理されていること。 

・介護福祉に関するサービスが充実し、介護環境が改善していること。 

令和 22（2040）年までに 

・ダイバーシティや働き方改革の更なる推進がされ、さまざまな人が働ける環境になっている

こと。 

・近隣住民で助け合いができる環境が構築され、地域コミュニティが活発になっていること。 

・バスの利用を促進することで乗用車の利用を減らし、道路交通量と交通事故が減少している

こと。 

・教育、雇用、住宅等の若い世代に対する支援を充実させることで、婚姻件数が増加している

こと。 
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第３章 まちづくりの課題 

 
（１）進展する人口減少、少子高齢化の抑制 

国立社会保障・人口問題研究所の推計によれば、土岐市の人口は令和 32（2050）年には約 3.7 万

人となり、ピーク時（平成７（1995）年の約 6.6 万人）と比較して４割以上減少する見込みです。

特に生産年齢人口の減少は、労働力の低下や税収の減少を招く恐れがあり、人口減少の抑制が喫緊

の課題となっています。 

土岐市では生涯未婚率が高いことなどが原因で合計特殊出生率が低下しており、出生数の減少が

見られます。そのため、結婚しやすい環境、こどもを産み育てやすい環境を創出し、出生率の向上

を図ることが重要です。さらに、転出者を抑制し、都市部からの転入者やＵＩＪターン等の移住者

を増やすことで、人口減少をできる限り抑制していくことが求められます。 

また、団塊の世代15 が後期高齢者となったことにより、医療・介護需要の急増や医療・介護サー

ビスの不足、買い物など日常生活に不安を持つ高齢者の増加も懸念されます。このため、地域全体

で高齢者を支援することも重要です。 

 
（２）まちなかにおけるにぎわいの再生 

土岐市の郊外では、大規模商業施設が開業し、雇用創出に大きく貢献しています。しかし、これ

らの施設は中心部から離れた場所に位置しているため、駅前や各地区の商店街の活気が減少してい

ます。市民アンケート調査でも、駅前のにぎわいの低下を指摘する意見が多くなっています。まち

なかのにぎわいが失われると、まちの求心力が低下し、地域コミュニティが希薄になるだけでなく、

さらなる人口流出や、治安の悪化に繋がる恐れもあります。したがって、駅前を中心としたまちな

かの活性化と魅力向上を図り、魅力あるまちづくりを進めていくことが重要です。 

 
（３）魅力ある働き場所 

人口動態をみると、若年層の流出が目立っており、地場産業だけでなく、土岐市内で働く魅力的

な職場環境を提供することが重要です。そのためには、土岐市の地理的な利便性や豊かな自然環境

を活かし、新たな産業の育成や企業誘致を進める必要があります。さらに、土岐市は、1400 年の歴

史を有する陶磁器のまちであり、陶磁器生産量日本一を誇るものの、その知名度はまだ不足してい

ます。事業所数も年々減少し、人手不足の問題も続いています。そのため、国内外の需要を取り込

むためのマーケティング戦略や、職人技術を次世代へ伝承するための取組が求められています。 

 
（４）人を惹きつけるまち 

土岐市を訪れる観光客は、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて減少し、以前の水準に回復

していません。しかし、土岐市は、市域の多くを占める豊かな自然環境や、大規模商業施設などの

魅力的な施設があるほか、生産量日本一の美濃焼のまちとして、陶磁器に関する豊富な観光資源に

恵まれ、観光地としての高い潜在能力を有しています。 

これらの魅力を最大限に引き出し、観光客と地域住民の交流を深め、市民が誇りを持てるまち、

訪れる人々にとって魅力あるまちを形成していくことが求められています。 

 

                                                   
15 昭和 22（1947）年から昭和 24（1949）年までの３年間に生まれた戦後のベビーブーム世代のこと。 
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（５）安全・安心で暮らせる地域の形成 

土岐市では、地理的特性から地震による災害よりも、台風や集中豪雨といった風水害による災害

が多く発生しています。災害時の被害を軽減するためには、河川整備といったインフラの対策が重

要となります。一方で、人口減少が進む中、防災対策や災害発生時の行動をすべて行政に頼ること

は難しい状況となっています。市民一人ひとりが自らを守る「自助」、近隣同士で助け合う「共助」、

そして行政が提供する「公助」の三者が連携して対策を講じることが重要です。 

また、土岐市では公共交通の利便性が低いため、特に高齢者や車を持たない住民は移動の選択肢

が限られています。土岐市で安心して暮らし続けられるようにするためには、地域内外の移動を円

滑にするための公共交通機関の充実が必要です。 

 
（６）『生きる力』を育む教育 

中央教育審議会から、令和の日本型学校教育として、個別最適な学びと協働的な学びの実現が提

唱されており、こどもを大切にし、学ぶ楽しさのある授業を行い、生きる力を育むことが土岐市で

も求められています。 

また、こどもを取り巻く環境や学校が抱える課題はますます複雑化・多様化しており、その解決

のためには、誰もが安心して学び、活躍できる場として学校・地域・家庭を結ぶ地域コミュニティ

の構築や協働活動の推進が求められています。 

 
（７）効率的・効果的な行政経営 

土岐市の財政力指数は0.66、経常収支比率93.9％と、近年は横ばいで推移しています。しかし、

少子高齢化の進行により将来的な税収の伸びが期待しにくく、同時に高齢化率の上昇に伴う社会保

障費の増大も懸念されます。さらに、公共施設等の老朽化に伴う更新費用も必要となります。 

このような状況下で、人口減少に対応した公共施設の縮減や行政サービスの適正化が求められて

います。そのために、デジタル技術やＡＩを活用した行政サービスの導入などＤＸの推進と、市民

にとってわかりやすく簡素で効率的な組織を編成することが重要です。これらにより時代に適応し

た効率的な行財政の仕組みを確立することに引き続き取り組んでいく必要があります。 

 
（８）市民との協働によるまちづくり 

市民が幸せを実感し、住みやすいまちづくりを進めるためには、自治会など地域と連携した活動

が不可欠となります。しかし、土岐市の自治会加入率は低下傾向にあることから、地域への啓発方

法や地域と行政の連携の在り方を再検討する必要があります。 

また、市民が市政に参画する機会を増やすこと、特に次代を担う若年層の意見を反映する機会を

設けることが重要です。さらに、市外からの視点をもつ新しい仲間の意見も積極的に取り入れるこ

とが求められます。これにより、市民と行政の情報を共有し、相互の信頼関係を深めて、共に考え

行動する市民が主役のまちづくりを進めることが必要です。  
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第２編 基本構想 

第１章 まちの将来像 

 
 

人を育み 伝統を紡ぎ いきいき暮らせる陶
と う

のまち 

第六次総合計画では、「人」「自然」「土」の魅力を掛け合わせ、市内外の人が交流し、協力

して、幸せを実感できるまちを目指してきました。第七次総合計画では、第六次総合計画の考え

方を引き継ぎつつ、土岐市に関わる全ての人が、肉体的、精神的、社会的に満たされることを目

指し、将来像を「人を育み、伝統を紡ぎ、いきいき暮らせる陶
と う

のまち」とします。 

「人」は、土岐市に暮らす人だけではなく、土岐市で働き、学び、そして訪れる全ての人をイメ

ージしています。「育み」は、そうした土岐市に関わる人々がつながり、まちを支えることや、次世

代のこどもや若者を育て、将来的に土岐市が発展することをイメージしています。「伝統」は、

1400 年以上の歴史をもつ陶磁器をはじめとした土岐市の文化や産業を、「紡ぎ」はそうした

伝統を受け継ぎ、新たに創り替え、次の世代に引き継ぐことをイメージしています。「いきいき暮

らせる」は、主体的に何かを実現することで得られる幸せ、人とのつながりによって満たされる

幸せ、自己肯定で前向きにチャレンジする幸せ、自分らしさを持ちありのままを受け入れる幸せ

をイメージしています。そして、「陶
と う

 のまち」は、市民が強く誇りに思う陶磁器生産量日本一のま

ちと、薫陶のように人々の成長と発展を支える温かいコミュニティを表しています。 

土岐市に関わる全ての人が幸せに暮らし続けられるよう、歴史や文化に根差した伝統を守り、

市民とともに未来に向けて持続可能なまちづくりを進めていくことを目指します。 
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第２章 まちづくりの方向性 

１．基本指標 

計画の進捗をはかるために、客観指標、主観指標あわせて４つの指標を設定します。 

 
（１）総人口(客観指標) 

客観指標として総人口を設定します。 

総人口は、土岐市独自の推計（基本推計）によると、10 年後の令和 17（2035）年に 46,400 人、

20 年後の令和 27（2045）年には 39,100 人と４万人を割り込むことが予想されます。人口減少は現

在の人口構造からやむを得ない状況ですが、持続可能なまちづくりを目指し、令和 27（2045）年に

総人口40,400人と４万人を維持するため、第七次土岐市総合計画の目標年度である令和17（2035）

年時点での総人口 46,900 人を目標人口とします。 

目標人口を達成するために、少子化対策や子育て世帯の支援、転入促進及び転出抑制の施策を重

点的に実施します。これにより、土岐市の合計特殊出生率を新型コロナウイルス感染症流行以前の

水準に回復し、今後 20年の出生数年間 200人を維持するとともに、子育て世代の転出超過を改善し

ていきます。 

 

令和 1７（2035）年の目標人口 46,９00 人 
 

  

基本推計より 

1,300 人増 
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（２）市民幸福度指標（主観指標） 

主観指標の１つめとして、市民幸福度指標を設定します。 

市民幸福度指標は、ウェルビーイングアンケートの結果をもとに、土岐市に暮らす市民の幸福度

を指標として設定し、ウェルビーイングなまちの形成を目指します。 

 
 R6  R17 

市民幸福度指標 
 

「現在、あなたはどの程度幸せですか？（10

点満点）」との問いの全体の平均点 

 

⇒ 

 

 
 

（３）定住指標（主観指標） 

主観指標の２つめとして、定住指標を設定します。 

定住指標は、ウェルビーイングアンケートの結果をもとに、今後も土岐市で暮らしたい割合を指

標として設定し、人口減少の抑制を目指します。 

 
 R6  R17 

定住指標 
 

「あなたは今後も土岐市で暮らしたいです

か」との問いに対して「ずっと土岐市で暮ら

したい」と回答した市民割合 

 

⇒ 

 

 
 

（４）市政満足度指標（主観指標） 

主観指標の３つめとして、市政満足度を設定します。 

市政満足度は、市民意識調査の結果をもとに設定します。市民参画の機会を多く設けることで、

多くの市民が満足感を得られるまちづくりを目指します。 

 
 R6  R17 

市政満足度指標 
 

「市政を総合的に評価した満足度（５点満

点）」との問いに対して「満足」「やや満足」

と回答した市民割合 

 

⇒ 

 

  

６．７ 
点 

7 点 

51.6
％ 

65％ 

30.0 
％ 

50％ 
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２．土地利用構想 

まちの将来像を実現するため、３つの拠点、３つの軸、５つのゾーンを定め、秩序ある土地利用

を図ります。 

 
拠点 

都市中心拠点 

 

鉄道駅をはじめ、行政施設、商業施設等が立地するＪＲ土岐市駅及び土岐市役

所周辺を、「都市中心拠点」として位置づけ、土岐市の都市活動を中心的に支

える拠点として都市機能の集積密度を高めます。また、ＪＲ土岐市駅周辺にお

いては、土岐市の玄関口としてにぎわいのある景観形成を図ります。 

産業・観光交流拠点 

 

工業地、観光商業地等が立地する土岐南多治見ＩＣ周辺を、「産業・観光交流

拠点」として位置づけ、広域的なアクセス性を活かし、土岐市のにぎわい・活

力を生み出す拠点として商工業の集積を高めます。 

地域拠点 

 

西陵地域、駄知地域を、「地域拠点」と位置づけ、都市中心拠点と連携しなが

ら周辺地域の生活機能の集積を高めます。 

 
軸 

高規格交通軸 

 

名古屋・東京方面をはじめ、近隣市町へのアクセス性が高い、中央自動車道、

東海環状自動車道を、「高規格交通軸」として位置づけ、土岐市の産業・観

光・生活を支える交通軸とします。 

都市交通軸 

 

近隣市町へのアクセス性を有する、(国)19号、(国)21 号、(国)363 号、（主）

土岐可児線、（主）多治見恵那線を「都市交通軸」として位置づけ、土岐市の

生活を支えるとともに、近隣市町との連携に寄与する交通軸とします。 

地域交通軸 

 

市内の連絡性を有する（主）土岐足助線、（主）土岐市停車場細野線等を、

「地域交通軸」として位置づけ、都市拠点と地域拠点を結び、土岐市の生活を

支える交通軸とします。 

 
ゾーン 

居住ゾーン 

 

地域の特性を踏まえた良質な居住水準と良好な居住環境の形成を図る地域を

「居住ゾーン」と位置づけます。 

商業ゾーン 

 

商業･業務･サービス・文化・交流等の都市機能集積地や日常の買い物･サービ

スの利便を図る地域を「商業ゾーン」と位置づけます 

工業・物流ゾーン 

 

工業団地として開発された地域等、土岐市の工業・物流面での活力向上に寄与

する地域を「工業・物流ゾーン」と位置づけます。 

集落ゾーン 

 

鶴里地域・曽木地域の比較的まとまった集落地については、「集落ゾーン」と

位置づけます。 

自然緑地ゾーン 

 

土岐市の北部･西部･中央･南部の各丘陵地に連なる山林等については、「自然

緑地ゾーン」として位置づけます。 
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土地利用構想図 
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第３章 基本目標と計画の体系 

１．基本目標 

基本目標１ 支え合い、誰もが健やかで安心して暮らせるまち 

 
 
 

・ こどもまんなか社会の実現を目指し、子育て支援を充実させ、出生率向上に取り組みます。 

・ 高齢者や障がい者をはじめとしたすべての人が心身ともに健やかで安心した毎日を送れるよう、

個々のニーズに応じた必要な支援を届けます。 

・ 誰もが孤立することなく、お互いに支え合うことができる共生社会を構築します。 

 
 
 

基本目標２ 活気に満ち文化を育み豊かさを創造するまち 

 
 
 

・ 土岐市の象徴である美濃焼の歴史と文化を受け継ぎ、新たな価値の創出に取り組みます。 

・ 地域社会における公共交通のニーズを把握し、持続可能な公共交通を構築します。 

・ 働きやすい環境の整備と産業の活性化を図り、農業、商業、工業などあらゆる産業を振興します。 

・ 多くの人が訪れ、交流する活気に満ちたまちづくりを目指し、産業・文化・自然などの地域資源

をさらに磨き、その魅力を市内外に広く PRします。 

 
 
 

基本目標３ 学びや協働を通して人や地域を育むまち 

 
 
 

・ 結婚支援や市民交流の創出による出生率向上や、移住や定住の奨励による人口減少対策に取り組

みます。 

・ 市民・企業等と協働してまちづくりを進めるとともに、市民が主体的かつ積極的に活動できるよ

う地域を支える人材を育成し、生きがいを実感できる地域づくりを進めます。 

・ 未来を担うこどもたちが、安心して等しく質の高い教育を受けられる環境を提供します。 

・ 生涯にわたって学び続けられる環境を充実させ、スポーツや読書活動などを推進し、市民が楽し

みながら学び、体験できる機会を幅広く提供します。 
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基本目標４ 暮らしの基盤が整い快適で住みやすいまち 

 
 
 

・ 人口減少、環境保全、経済活動等の社会情勢を踏まえ、多角的な視点から土地利用を最適化しま

す。 

・ 駅周辺整備などを通じてまちなか居住を促進します。 

・ 市民の快適な生活を支えるため、住環境、公園、道路、河川、上下水道といった基本的な都市機

能を維持し、景観を整えます。 

 
 
 

基本目標５ 環境と調和した持続可能で安全安心に暮らせるまち 

 
 
 

・ 激甚化する自然災害に対応するため、防災・減災対策を強化し、一人ひとりが備える「自助」や、

地域で助け合う「共助」の力を育みます。 

・ 災害発生時の困難な状況でもしなやかに乗り越え回復できるまちづくりを進めます。 

・ こどもから高齢者まで安心して暮らせるよう防犯、消防に関する設備を充実し、体制を強化しま

す。 

・ 環境との調和を図り、土岐市の大きな魅力である豊かな水と緑の自然を守ります。 

 
 
 

基本目標６ 未来へつながる都市経営を行うまち 

 
 
 

・ 市民が幸せを実感し、持続可能で未来へつながるまちづくりを進めます。 

・ ＡＩの活用や行政手続のデジタル化、ＥＢＰＭに基づく合理的な施策の推進などを通じて、住民

の利便性を向上し、業務を効率化します。 

・ 人口減少社会を踏まえ、公共施設の最適化を推進します。 

・ 質の高い行政サービスを目指し、積極的な情報発信と市民ニーズの把握を行います。 
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２．計画体系図 
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第４章 基本構想の実現に向けて 

 

１．ＰＤＣＡサイクルによる進行管理 

総合計画に基づいて実施される施策・事業についてＰＤＣＡ16 サイクルを活用して進行を管理し

ます。 

評価段階（Ｃ）では、最終的な成果を目指すための目標指標を設定し、その進捗状況を管理しま

す。また、施策・事業の担当課による評価に加えて、市民や有識者の参画を含めた多角的な視点で

評価を行います。 

 

２．選択と集中による効率的な施策・事業推進 

現在、ＥＢＰＭによる政策立案が求められている中で、エビデンスとなるデータの可視化や分析

を行い、多様なデータを効果的に活用しながら施策や事業の検討を行い、限られた財源を有効に活

用し、真に必要とされる施策や事業を推進していきます。 

 

３．ＳＤＧｓの理念を取り入れた取組の推進 

ＳＤＧｓは、世界共通の言語であり、その理念に基づいて、基本構想を実現するための各施策を

推進することで、市民生活の質や幸福度の向上、市民・企業と地域課題を共有し課題解決に向けた

取組を促進することが期待できます。こうしたＳＤＧｓの特性や考え方を総合計画の推進に取り入

れます。 

                                                   
16 Plan（計画）、Do（実行）、Check（評価）、Action（改善）の 4 つのプロセスを繰り返し、継続的な改善を推進していく

手法のこと。 


